
弁理士法に規定する業務に関する意見 

弁護

 

 
（１）特定不正競争の範囲の拡大について 

現行法では、特定不正競争の範囲が、著名表示、デ

ハウの不正使用等、商品表示、商品の形態、技術上の

不正競争(不正競争防止法２条１ないし９号、１２号
当該範囲を拡大し、営業秘密の「技術上の秘密」とい

第１０号及び１１号（プロテクト外し）、第１３号（

行為）、第１４号（非侵害であるときに侵害であると

１５号（代理人等の商標冒用行為）を追加することが

 
意見：今回、特定不正競争の範囲を拡大するのは妥当

必要性もない。 
理由：そもそも不正競争防止法にいう不正競争は、当

提としてたぶんに民法の不法行為等の色彩を有す

しかし、昨今の技術の進歩・多様化等に伴い、

が技術的性格を有する場合は、弁理士の知見を必

平成１２年改正法で制限的に弁理士の業務として

経緯がある。 
つまり、本来は、不正競争行為に関する紛争を

めには、民法や民事訴訟法の十分な素養が不可欠

は技術的分野に限って制限的に弁理士の業務とし

従って、これを正当な理由なく拡大することは

るおそれがある。 
上記結論についてその理由を詳述すると、例え

侵害であるときに侵害であると流布する行為）に

害を警告する旨の告知が当該不正競争行為に該当

て、多数の裁判例があり、特に近時の判例(東京地
２０日判決・東京高裁平成１４年８月２９日判決

警告を発し、裁判で非侵害となった場合でも、当

該当すると言うことではなく、警告文書の形式・

交渉の経緯、警告文書の配布時期・期間、配布先

文書の配布先の業種・事業規模、訴訟への対応能
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者及び取引先の行動等の諸般の事情を総合的かつ多面的に検討した

法律的判断し決定するとしている。 
このように、第１４号に該当するか否かについては具体的事案に

応じた違法性の判断が求められ、またこれらの判断は不法行為や、

不正競争防止法の立法趣旨及び民事訴訟法の知識を要求し、争訟構

造を前提として進められるものである。 
従って、第１４号の判断に当たっては弁理士の専門性や知見を必

要とするというより、むしろ法律的素養と法律的判断が必要とされ

るものと解される。 
さらにその他の不正競争行為についても、同様に弁理士の専門性

や知見を必要とする場面ではないと思われることから、特定不正競

争の範囲を拡大する必要はないと思料する次第である。 
 
（２）水際の輸入者側代理について 

平成１２年改正法では、関税定率法に基づく輸入差止申立手続で、弁

理士に申立代理権を認めた(弁理士法４条２項１号)。しかし、輸入者側
の代理権(輸入者から税関長に対する貨物点検申請、検査立会いの申請、
特許庁長官の意見を聞くことの求め等)が、弁理士の業務とはなってい
ないので、この点を弁理士の業務に含ませるべきではないか。 
 

意見：輸入者側代理を弁理士の業務に含ませるべきか否かの検討をするに

は時期早尚である。 
理由：今般、水際手続について、手続保障及び審理判断における技術的・

法律的専門性を確保する必要性が問われている。日本弁護士連合会も

経済産業省貿易経済協力局、輸出入取引審議会企画調整部会の中間と

りまとめに対する意見を述べたところであるが、水際手続は、単なる

行政手続ではなく、多分の当事者対立構造を有する法律手続に、非常

に類似する手続であり、その事実を前提として、さまざまな改善がな

されなければならないし、また現在は改善される途上にあるといえ

る。 
平成１２年改正法により、このように当事者対立構造を有する法律

手続に非常に類似する水際手続において、弁理士に申立代理権が認め

られたが、実際に利用された例はまだ特許権５件、商標権２０件、意

匠権８件に過ぎないため、その必要性や問題点等についても十分に精

査されていない現状にある。 
これに加えて、前述のとおり、水際手続は単なる行政手続ではなく、

 - 2 - 



多分の当事者対立構造を有する法律手続に非常に類似する手続とし

て、さまざまな改善が予定されている。 
従って、まず、申立代理権付与により弊害が出ていないか等の検証

に十分時間をかけ、さらには水際手続の改善の方向性を確認したうえ

で、輸入者側代理を弁理士の業務に含ませるべきか否かの検討をする

べきであって、現段階で検討することは、必要がないと同時に時期早

尚であると思料する。 
 

（３）外国出願関連業務について 
外国出願関連業務を弁理士業務として明確に規定するべきか。 

 
意見：必要がないと思料する。 
理由：もともと独占業務でないものを、あえて業務として加えるというこ

とは、国民に外国出願関連業務が弁理士の専業であるという誤解を与

える危険性もある。また、知的財産研究所で実施されたアンケート結

果からしても、弁理士業務として明確に規定する必要性は認められな

いと思われる。 
 

（４）訴訟代理の単独受任の可否について 
 
意見及び理由：従前、日本弁護士連合会が提出した意見書のとおりである。 
 

以上 
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